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は じめに

古代国家の性格を明 らかにす る方法は多岐にわたるが,辺境支配の特質の解明ということも

重要な手掛か りとなる｡一般に,辺境地域の統治は国防や異民族支配の問題 と密接な関係をも

つものであり,一国の辺境支配の実態を時期的な変化に留意 しなが らたどることは,古代帝国

支配者層 と辺境住民との関係のみならず,国家論にまで発展す る可能性がある｡すなわち,世

界史上にはさまざまな国家が展開 したが,古代国家の場合,その辺境政策をみることによって,

王権の性格,身分制,税制 (経済的基盤)などの特質についてもよくわかるのである｡

日本律令国家は中央集権的支配体制をとるが,これは中国,唐の律令の影響を受けて形成さ

れたものである｡ ところが, 日本のこの制度のなかには,当時,直接的交流はなか ったローマ

帝国の支配制度 とも類似す る部分がある｡その例として しば しば取 り上げ られるものが駅伝制

の採用である｡中国との関係 とは異なり, ローマの場合は, 日本律令国家の交通 ･通信制度の

制定に影響を及ぼ した可能性はないが, この制度の運用を具体的にみてみ ると,少なくとも形

態としては,非常に似た構造をもっている｡た とえば,道路建設は首都を中心 とす る交通体系

として整備されたこと,その地域の拡大は, とりもなおさず支配地域の拡大を意味 し,その多

くは軍事的行動をともなうこと,また,利用できるものは政府関係者に限 られ るため, この制

度が一般民衆にどの程度の恩恵をもた らしたのかという点ではプラスの評価はなされないこと

など,運営の実態をみても共通点が多い｡ しか し,辺境政策や国境政策 というような軍事的要

素 ･民族的問題が重視される部分においては,異なる様相を呈する場合 も多い｡

ところが, この2つの古代国家の性格をめ ぐっては,それぞれ個別には長年におよぶ研究の

積み重ねがあるが,辺境支配政策の差異性 という観点での研究はあまり進んでいない｡ また,
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日本律令国家の諸相を中国律令国家 と比較 した研究は律令の条文解釈をは じめ,さかんにおこ

なわれているが, ここでは,既往の研究にみ られるような中国律令制度 とではなく, ローマ帝

国の諸制度 と比較す ることによって,国家論 ･民族論的視座か ら日本律令国家の辺境政策につ

いて考察を加えてゆきたい｡

近年の 日本舌代国家辺境政策の研究は,北 日本の地域に関 しては,東北アジアを視野に入れ

たこと,南九州および南島という南の辺境地域を念頭においておこなわれるようになったこと

によって大 きな進展をみせた｡その結果明らかになったことのひ とつが,現地住民 (蝦夷) と

政府 との間に朝貢一饗給 という関係み られたいうことであるくl)｡政府 と現地住民との関係は,

7世紀か ら9･10世紀 までをみてみると,政治方針の変更や周辺諸国 ･諸民族 との関係によ

って,当然のことなが ら変化す る｡ しか し,すべての時期を通 して, 日本律令国家の辺境政策

には植民地支配という性格はほとんど認め られない｡ もちろん, 8世紀か ら9世紀初頭にかけ

ての時期,すなわち律令的支配体制の確立期においては,軍事行動をともなう積極的支配拡大

策がとられたが,その支配の内容は中央 と異質のものを 目指 しているのではなく,最終的には

む しろ公民と同様の支配をおこなおうとす るものなのであるく2)0

一方.吉代 ロ-マ帝国の場合には,属州という位置づけをされた地域があった｡そのような

属州の人民をイタリア人 と平等に扱うのかどうかということは時期によって異なるが,属州と

はローマへの絶対的服従を強い られた地域であり,搾取の対象 となった地域であった (3)とい

う点は全時期を通 して言えることである｡

本稿は, 日本律令国家が辺境政策の特質を, ローマ帝国の属州支配との比較において明 らか

にす るための問題提起を しようというものであるが,それは国家にとって辺境 とはどのような

意味をもっている地域であり,一方,辺境地域の住民にとって国家 とはどのような意味をもつ

ものであったのかということを明らかにす る手掛か りともなる(4)0

1 国家支配領域の形成過程

古代 日本国家の政治過程における王権による支配領域の拡大に関 しては,ヤマ ト王権が地方

豪族を支配下に組み込み,国造制による支配が確立す る時期 と,律令制度による支配形態が完

成 した時期 に大きな画期を認めることができるが,辺境政策が長期にわた って国政の重要課題

として展開す るのは,言うまでもなく後者の方である｡それは,律令的支配 とは天皇を中心と

する中央集権国家体制をとり,全国的にできるだけ広範囲に同 じような領域支配をお こなうと

いうことを志向す るものであることによる(5)｡ もちろん,律令制度による支配がお こなわれ

た時代 といっても,7世紀後半か ら平安時代までと長期にわたるが,律令的支配体制が確立 ･

展開 した 9世紀初頭 までをみても,支配領域の範囲という点では大和 (畿内)を中心に南方 と

北方に拡大す る場合 にも,対外的な戦闘によって変化す ることはほとんどなか った し,また,

ヤマ ト政権時代,5世紀までさかのぼ ってみても,政変はあっても王 (天皇)の存在が否定さ

れることはなか った｡

一方, ローマは王政時代か らみてゆ くとB.C.6世紀か らA.D.5世紀 まで というように長期

にわた って政権が展開す るが,共和政期 と帝政期 とでは支配の具体的様相はかなり異なる｡共

和政期 (6)には, ち.C.272年 にイタ リア半島を統一す るまでは,同盟 と併合 という形で半島

内の都市国家にローマ市民権を与え これ を治めた｡ B.C.3世紀以降.半島の外に勢力を拡大

す るようになると,そ こを属州 として支配す るようにな った｡ まず, B.C.264年 に始 まっ

た第 1回ポエニ戦争の後,シチ リア ･サルデ ィニア ･コルシカを属州とし,東方のマケ ドニア

･シ リアとの戦争で も勝利 した｡そ して, B.C.146年,第 3回ポェニ戦争でカルタゴに勝
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利をおさめたローマは,地中海一帯に勢力をもつことになり, イタリアの同盟市にも支配を強

化す るようになる｡ しか し,そのことが原因で同盟市戦争がおきると, これを抑える手段 とし

てローマは同盟市にローマ市民権を与えるという方法をとる.そ して,そのような市民権の拡

大が, ローマを都市国家か ら帝国へ と変化させ る重要な条件 となるのであるが,アクテ ィウム

の海戦 に勝利をおさめたオクタウィアヌスは, B.C.27年,元老院か らアウグス トゥスの称号を

与え られ,以後, ロ-マでは帝政による支配がおこなわれる.

帝政期においてもローマの領土拡大と尾州の設置は続 くOまず,アウグス トゥスの時代には,

皇帝 と元老院 との分割統治による属州支配をお こなうが,軍事力 (軍隊)はアウグス トゥスが

握 っていた｡彼は国家統治を元老院に委ねるというように,基本的には共和政的な秩序を引き

継 ぐが,一方では,皇帝の側用人に実務をおこなわせ,解放奴隷を登用す るなど官僚制度組織

の萌芽的なものもみ られ る｡官僚制度はこの後, クラウデ ィウス (在位41-54)の時代に

は直属の文官によるものが整備された. また,アウグス トゥスの時代には, ローマ市の首都 と

しての整備がおこなわれたが, このローマ化 ･都市化 ということは.以後の帝国支配において

重要な意味をもつ｡

ローマの首都は330年, コンスタンテ イヌス帝によってローマか らコンスタンチノープル

に移され,い くつかの画期をもってそれぞれ特徴づけ られるローマ帝国の特質 も, この前後か

ら大 きな変化をみせ ることになるが,結局, ローマの場合は,戦争 によって支配地を拡大 し,

それ を属州 として位置づけるということが B.C.3世紀の段階か らお こなわれてお り,そのよ

うな尾州住民の抵抗に対 しては, ローマ市民権の付与 という …ァメ''を与えることによって,

支配 の安定を図ろうとしたということができる｡ただ, ここで注意 しなければならないのは,

尾州はローマが税の賦課や奴隷の供給など,絶対的支配権を有す る地域なのであるが,その位

置づけは時期によって異 なるだけではなく,都市であるのかどうか, ローマ市民権が付与され

ている地 なのかどうかによって異なるということである｡す なわち,一 口に属州 とい ってもそ

の内容はバ ラエテ ィーに富んでいて, ロ-マ対属州 というものなのではなく,尾州のなかの各

集団 とローマとの間にそれぞれの支配-非支配関係が結ばれていたのであるく7).

このように, ローマは都市国家を母胎 として地中海沿岸の諸都市か ら周辺地域へ支配を拡大

してゆ くのであるが, ローマが,ローマという都市国家か らイタリア半島という一定の領域を

もった国家 となったのは, B.C.89年 く8)ィタ リア半島全土にローマ市民権が与え られたこと

によってである｡そ して.属州統治のための制度は,帝政期になってか ら本格的に整備された

と言える｡ したが って, ロ-マの場合,国家形成の最初か らは, 日本律令国家の地方行政組織

である国制のような,一定の地域を区画 して領域支配をおこなうというような形態はとってい

なか った ことになる｡

さて,古代国家の辺境はどのような事情で形成されたのかということであるが, ローマの場

合は異民族 との戦争が重要な意味をもつ｡すなわち, ローマの領土は初期の段階の都市国家か

らイタリア半島へ と拡大,さらに支配地域を拡大 し属州を形成す るようになり,その領土はラ

イン川 ･ドナウ川の線,チグ リス川を越える地域,地中海東岸を含む地中海沿岸の全地域,北

アフ リカ地域,イングランド ･ウェールズまで拡大す る. したが って,辺境地域 もこのような

ローマ国家の版図拡大にともなって大きく変化す ることになるOそ して, ローマを中心にみて

みると,そのような辺境地域のさらに外側に異民族 (蛮族)の居住地が分布 しているのである｡

一方, 日本の場合はこのようなローマと比較 してみるとどのような特質がみ られ るのかとい

えば,辺境 として位置づけ られる範囲は, 日本列島本州北部か ら九州南部 と南島のなかの北側

と南側である｡それ らの地域には,大和地方を中心に同心円を措 くとそのもっとも遠い地域が
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該当す ることになる｡ もちろん, 日本の場合 も古代国家の辺境 として位置づけ られ る範囲は変

化す るが,それは王権の支配力の及ぶ範囲をより北方へ,あるいはより南方へ と拡大す る程度

で.その面積 という点でローマ とは比べ ものにならない. また,わが国の律令国家は, ローマ

の場合とは異なり,その成立時にすでに辺境地域が決定されていた｡たとえば.本稿で考察の

対象 とす る北 日本の辺境地域に関 して言えば,大宝令では陸奥 ･越後の2国は他の地域 とは異

なる扱いをす るよう規定 されていた く9)｡その後,和銅 5年 9月,越後国か ら出羽地域が分離

され 1国を形成す るが,辺境国のもつ特質である城柵経営,征夷のための将軍の派遣の対象国

が, …陸奥 と越後"か ら "陸奥 と出羽M というようになり,その範囲が北上す るという点に変

化が認め られ る以外に大きな変化はなか った｡ もう少 し具体的に言うと, 日本海側の場合,7

世紀半ばの大化の段階では中央政府の支配の拠点が設け られたもっとも北側の地域は越 (現在

の新潟県新潟市 ･村上市付近)であったが, 8世紀半ばころになると,出羽 (現在の秋田市)

まで北上す るということである｡

また,そのような辺境地域の居住民と中央政府 との関係であるが, 日本律令国家の場合,彼

らを夷秋 と位置づけるところに大きな意味があったのであり,それはとりもなおさず,中華思

想に基づ く政治が展開 していることを内外に示す必要があったことを意味す る｡

日本律令国家の場合,諸制度形成の段階か ら辺境 という,他の行政区画とは異なる特殊な地

域が設定され.そこに居住す る人 々が蛮人として位置づけ られることが,国内支配 ･外交関係

の双方において不可欠の要素であったく10)｡ したが って,辺境は律令国家成立の段階で,地理

的位置づけとしても,また,中央政府との関係おいてもある程度固定されたものであったとい

うことができる(ll)｡ただ,出羽国を例にとっていえば, この国は大宝令制定時にはまだ成立

してお らず,当時 この地域は越後国の最北端に位置す るものであった｡そ して,和銅 5年に 1

国をなしてか らも,その国域は,郡の設置状況をみても変化 している｡また, 『延書式』の段

階になると,民部省式国郡条で ｢辺要｣国として規定 しているのは,陸奥 ･出羽 ･佐渡 ･隠岐

の4国と壱岐 ･対馬の2嶋というように, 日本列島の北 と南 という区分を した場合,北方では

越後国が除外,佐渡国が入れ られ,南方では日向 ･薩摩 ･大隅 3国が除外,隠岐嶋が入れ られ

ている｡

このように律令制下での辺境 ･辺要の範囲には時代による変化が認め られ るが,いずれの時

期においても,それ らは特殊な地域 として扱われるものの,国制 という律令制下で全国画一的

に整備 された行政組織 によって掌握 されていたのである｡ この ことは 日本律令国家の場合,

…辺境Mがは じめか ら国家支配領域のなかに位置す るものであった ことを意味す ると考えられ

るのである｡

2 王権の基盤 と辺境

このような辺境地域の形成過程においてみ られる特質はそれぞれの国家の王権の性格 とも関

係す る｡ まず, この点について確認 しておきたい｡あ らためて言うまでもないことであるが,

日本律令国家 と帝政期 ローマとは天皇と皇帝が存在す るという点で共通す るものの.その性格

には異なる点が多い｡ 日本の天皇の性格をめ ぐってはさまざまな議論が展開されているが,そ

の存在が存続す るという点で,世界史上,きわめて少ない額例であることに疑義をはさむ余地

はないであろう｡ また,律令制下の天皇についても,その専制君主的性格を重視 して律令国家

の権力構造を考えるのか (専制君主の権力行使の際に貴族層を包括す る形とみるのか,天皇 と

皇親を貴族層 とは別の権力行使の主体 とみるのかという問題はあるが),あるいは貴族合議制

の上に位置す る存在 と考えるのかというような議論があるのをは じめ,その性格を明 らかにす
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るためには解決 しなければならない事項が数多 くあり,それはかなり繁雑な内容となる (12)0

しか し, 日本の天皇をローマ帝国の皇帝 と比較 してみてみ ると,その特質を別の面か ら描き

出す ことができる｡ これ までは日本史上に展開 した王権の実態をみて,それが専制国家的要素

が強いとか貴族的要素が強いとか,あるいは畿内政権をどのように評価す るのかというような

議論がなされることが多か ったが,世界史的視野にた って 日本律令国家の天皇の特質を考える

とき,王 としての資格がその出自に規制 されるのかどうかという点が重要になって くる｡すな

わち,このことは 日本古代史では自明のことで論ず るまでもないことであるので,あ らためて

問題にす ることは少なか ったと思われるが,古代 とりわけ律令制下における皇位をめ ぐる争い

は,貴族層の覇権争いとか らむ場合が多 く,その過程で関係 した皇族や貴族の殺害事件がみ ら

れたとしても,天皇を殺害 して豪族 ･貴族層のなかか ら新たに天皇を擁立す るとことはなか っ

たという事実は看過すべきではない｡

このような日本の天皇とローマの皇帝を比べてみると, ローマでは皇帝の暗殺や 自殺によっ

て王権が交替す ることは稀なことではなく (たとえば,カリグラ ･在位 37-41,ネロ ･在

位54-68,ドミテ ィアヌス ･在位81-96,ア レクサンデル=セウェルス ･在位 222

-235などの皇帝が暗殺された),ア レクサンデル暗殺の後,284年デ ィオク レテ ィアヌ

ス (在位 284-305)が即位す るまでの間は軍人出身の皇帝が軍隊によって擁立 され ると

いう状態が続いたのである｡

ローマ帝国のそのような状態は何故引き起 こされたのかということは,個 々のケースについ

てはそれぞれの背景があったということで説明できるが,ローマ帝国の成立時か らの変遷を念

頭におき,さらに日本律令制下にみ られたような皇位継承の例 と比較 しなが らローマ帝国にお

ける数世紀をみてみ ると,国家成立の事情が大 きくかかわ っていると考え られ る｡す なわち,

ローマにおいて帝政 という政治形態がとられる前段階 として共和政があり.共和政か ら帝政へ

移行 した最初の時期,アウグス トゥス (ち.C.27-A.D.14)は自らをプ リンケブス と称 し,

王号は用いなか った｡ また,帝国の領域の形成 (領土国家の成立) ち, イタリア半島全域に対

するローマ市民権の付与によっては じめて可能になったのであり,その支配領域 も征服戦争に

よって拡大するわけであるか ら,時代によって大きく異なることになる｡

このような日本律令国家 とローマ帝国にみ られる王権の特質に関す る差異性は,それぞれの

国家の辺境の位置づけにもかかわる｡そこで,辺境 とは王権にとって何であ ったのか,すなわ

ち辺境 という概念をもって中央政府に認識され,政策の上でも他の地域 とは区別されていたこ

とにはどのような意味があ ったのかということを検討 してゆきたい｡

本稿で論ずるのは主 として北 日本に居住す る辺境民である蝦夷の方であるが,身分の問題を

考えるとき,南 日本に居住す る辺境民である隼人や,公民身分に近いが同 じではない惇囚も含

めて,"辺境に居住す る公民以外の民 ''という範噂でとらえ,このような身分の問題を国家財政

の基盤-徴税の対象 と関連させて考えることが必要であろう｡

日本律令国家の場合,税制の主な項 目である租庸調は公民を対象に したもので,8世紀初期

の段階では蝦夷や隼人など辺境民に対す る賦課はおこなわれなかったが,延暦 11年 には隼人

に対 して調庸が賦課され るようなるく13)｡薩摩 ･大隅2国が辺境国か ら除外 される年代の詳細

については定かではないが, 8世紀 と延書式段階で異なるのであるか ら, この延暦 11年頃が

ひとつの転機になっていたのではないかと考え られ る｡そ して,辺境国として位置づけ られ る

ことと租庸調等の税収奪の対象か らはず されていることが一致 しているが, このことは, とり

もなおさず, 日本律令国家の場合,その経済的基盤を辺境民以外のところに求めていたことを

意味す る｡辺境民以外 とはすなわち公民を指す ことになり, ローマ帝国の属州人民への経済的
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依存 とは全 く異なる形態である｡

日本の場合.支配者層である天皇および貴族の経済的基盤は,国民の大多数 を占める百姓

(公民身分の者)が負担する租税にたよっている｡そ して.これとは区別される蝦夷や隼人は,

朝貢 という形で税負担を していたのであるが,政府にとって彼 らに朝貢させ ることの意義は,

万物の貢進 という経済的なことだけではなく,後述す るように政治的側面において重要な意味

をもつものであった｡

まず,経済的側面か らみてみ ると,このような税が国家財政全体のなかでどのような意味を

もっていたのかといえば,国家財政を支えるというよりも,その品 目の希少価値ゆえに珍重さ

れたものと推測される｡たとえば,本州北部以北の地域についてみてみ ると,具体的品 目がわ

かる例として, 『扶桑略記』養老元年八月乙亥条の出羽 と渡嶋の蝦夷が来朝 し馬千疋を貢納 し

たという記事や,霊亀元年紀十月丁丑条の陸奥の蝦夷が先祖以来国府に昆布を貢献 していたと

いう記事のはか, 『延書式』民部下交易雑物条に記される出羽国の熊皮などがあげ られ る｡

次に政治的側面についてであるが,ローマの場合は属州はローマという国家を経済的に支え

る点で重要であったのに対 し, 日本律令国家の場合は辺境 とはその地域住民を蛮人 と位置づけ

て支配下においているということを国の内外に明示す ることが重要であった｡次の史料はその

ことを示す記事である｡

斉明天皇五年紀七月丙子朔戊寅条

(前略)伊吉連博徳書 目,同天皇之世,小錦下坂合部石布達 ･大山下津守吉祥連等二船,奉

2使呉唐之路 1｡ (中略)天子問日,此等蝦夷国有2何方 1｡便人謹答,国有2東北 1｡天子問日,

蝦夷幾種O使人謹答.類有三種.遠著名2都加留 1,次著名2鹿蝦夷 1,近着名2熟蝦夷lo今此熟

蝦夷O毎歳.入2貢本国之朝 1.天子問日,其国有2五穀 1.使人謹答,無之.食レ肉存活O天子

問日,国有2屋舎1｡使人謹答,無之｡深山之中,止Z住樹本 1｡天子重日,朕見2蝦夷身面之異1,

極理喜怪｡便人遠来辛苦｡退在2館裏 1｡後更相見｡ (中略)難波苦土男人書 目,向2大唐1大使,

触レ嶋而覆.副使親観2天子 1,奉レ示2蝦夷 1.於是.蝦夷.以2白鹿皮一 ･弓三 ･箭八十 1.献2

干天子1｡ (原文は割注)

この記事は,遣唐使 と して派遣 された坂合部石布達 ･津守吉祥連 らが道奥の蝦夷の男女 2

人を唐の天子 (皇帝)に見せたときの状況について記 したものであるが, この記事では,当時,

蝦夷が天皇に毎年朝貢 していることを中国皇帝に顕示 していることに注意 しなければならない｡

すなわち, 日本律令国家は日本列島の一部の住民を蛮人として支配下に治めていることを国際

的 (東アジア世界)に認知 してもらわなければならなか ったのである｡

なお,蝦夷を蛮人を位置づける差別観は, このような中華思想の影響によってつ くられた こ

とは否定できない｡ただ し.そのような観念的理由だけで本州北部以北の居住民を蝦夷を異質

の存在とみたのであるのかといえば,かならず Lもそればか りではなく,中央官人の間の生活

習慣の違いということも影響を及ぼ していたのではないかと考え られる｡ このことを示す文献

史料はあまりないが,次の史料か らうかがい知 ることができる｡

斉明天皇四年紀四月粂

阿陪臣 閉レ名,率2船師一百八十腹 1,伐2蝦夷O鰐田 ･浮代.二郡蝦夷,望怖乞レ降O於レ是,

勤レ軍,陳2船於鰐田浦I｡鰐田蝦夷恩荷,進而誓 日.不下為2官軍1故持中弓矢上O但奴等,性食レ

肉故持｡若為2官軍 1.以儲2弓矢 1,鰐田浦神知夫o将2清 白心 1,仕2官朝 1臭O偽授2恩荷 1,以2
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小乙上1､定2浮代 ･津軽,二郡々領 1｡遂於2有間浜 1,召2衆渡嶋蝦夷等 1,大饗而帰｡

これは阿陪比羅夫の北方遠征に関する記事である｡ 『日本書紀』のこの文章は編者による修

飾の可能性も考慮 しなければならないことは言うまでもないことであるが.この部分の資料の

作成に携わ った中央か ら派遣された (阿陪臣に率いられた)官人たちが実際に見て感 じ取 った

ことが記載されているものと考えられる｡具体的には,肉食の習慣 という食生活の違い,武器

携帯の有無,衣服,住居などから野蛮な印象を受けたであろうことなどが推測される｡そ して,

このような中央に展開 した文化 と辺境に展開 した文化 との間にみ られる可視的な相違と,気候

･景観といった自然環境の相違が,現代 と比較すると非常に不便ともいえる当時の交通通信事

情 とあいまって,京か ら遠 く離れた辺境の地域 とそこに居住する人々を異質な部分として認識

し,このことが蛮人というイメージをより強 くしたのではないかと考えられる｡

おわ りに

以上,古代国家による支配に日本的特質があるとすれば,それは具体的にどのようなことで

あるのかということを,いずれも中央集権体制をとる律令国家とローマ帝国の,中央ではない

部分を比較 しなが ら考えてきた｡ 日本律令国家の場合,辺境は律令法に定め られた行政上の措

置とは別に特殊な扱いをされることも多 く,現地住民と戦闘状態に陥ることもあったが,最終

的な目的は律令法による支配を実現することであった｡ また, 日本律令国家の辺境とは国家成

立当初か ら支配領域の一部分として存在する必要があったものである｡一方､ローマ帝国は侵

略戦争による征服地を属州とし,搾取の対象とした｡ このような日本律令国家とローマ帝国と

の差異はどこか ら来るものなのかと言えば,実は地理的条件による部分が大きいと考えられる

のである｡それはそれぞれの国家が置かれた地球上の位置と周辺諸民族の分布状態,気候と主

要産業などであるが, 日本の場合,周辺諸民族 との抗争はローマに比べると非常に少なかった

のである(14)0

最後に,当面の課題として二,三の問題点を述べておきたい｡第 1は古代国家が置かれた気

候や水陸の分布など自然環境.及び周辺諸民族の分布状況とその国家の支配の特質との関係に

ついてである. 日本の場合,国土が海で囲まれていることによって,異民族の襲撃を受けるこ

とはほとんどなか った｡ また,主要産業は水稲農業であったが,律令制下での租税賦課の主な

対象は,公民と称される班田農民であり辺境民ではなか った｡辺境の住民に対する課税は朝貢

一饗給関係 という形をとっておこなわれ,その品目のなかには北方の物産のように中央で珍重

されるものもあったが,国家財政の主要部分を占めるものではなか った｡このような辺境住民

への課税は,律令に規定される租 ･庸 ･調の数量が明確であることに比べると,あいまいさを

もった形となる｡辺境への支配拡大を積極的におこなう場合には軍事行動をともなうが,その

目的は,8世紀前半の段階においては,政府の基本方針は,大野東人の遠征関係史料に記され

るように征服地を中央 と同様の状態にす ることであるか らく15),王と辺境民との間の支配関係

は,王と奴隷という関係よりも王と公民との関係に疑似 したものということができるoそ して,

このことは王権が辺境民によって脅かされる危険性がないという前提のもとに成 り立つもので

あり,王権が相対的に安定 したものであることを意味するく16)0

第2は国家の支配領域を拡大する際に,その対象となる地域住民との間にみ られる言語 ･風

俗 ･習慣など可視的 ･感覚的な違いがもた らす影響についてである｡たとえば,斉明天皇4年

紀 4月条では,鰐田の蝦夷,恩荷が弓矢を持 っている理由として狩猟のためということを強調

しているが,それは,このとき本州北部の日本海沿岸地域に派遣された中央 (近畿地方在住)
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官人の生活感覚とは異なる世界であった｡ 『日本書紀』編纂時の資料となる記録を作成 したの

はそのような中央官人であるが,歴史的事実を政治 ･軍事の政策面か らだけではなく,衣食住

という生活 レベルまでひろげてみる必要がある｡

以上は文献史料のなかか直接は証明す ることが難 しいところでもあるので,発掘調査による

考古学の研究成果 も含めて,どのような方法で説き明かすのかということが重要になって くる｡

また,細部にわた って検討 しなければならない点も多いが,本稿では問題提起をす るにとどめ

ておきたい｡

荏

(1)最近の古代蝦夷関係の研究には饗給について論ず るものが多いが,その端緒 となった論

文が今泉隆雄 ｢蝦夷の朝貢と饗給｣ (『東北古代史の研究』吉川弘文館,1986年)であ

る｡今泉氏は =饗給Mが律令用語であることを確認 した上で,朝貢とともに化外民である蝦

夷を支配下につなぎとめてお くための方策であったことを論 じた｡

(2) もっともわか りやすい例が国郡制施行地域の拡大である｡8世紀か ら9世紀初頭にかけ

ての律令国家の支配拡大の方法は,陸奥側 と越 (出羽)側で異なる点 もあるが,郡制の拡大

は …南か ら北へ" という形でおこなわれたということができる｡ また,天平 9年 4月戊午条

に ｢東人本計,早入2賊地 1,耕種貯レ穀,省2運レ積費1｣ とあるように,蝦夷支配における政

府側の意図としては,賊地 も最終的には中央 と同 じように支配 し,安定 した税収を得 るとい

うことがあったと考え られ る｡

なお, 日本律令国家の蝦夷政策の性格については,以前か ら,その本質を高橋富雄氏のよ

うに …征夷政策… に求めるのか,新野直吉氏のように …鎮守政策Mに求めるのかというよう

な議論のあるところであり,また,近年は鎮守府官人の官制や征東使の構成 など,蝦夷政策

において設置 ･派遣された機関や制度について,その内容がより具体的に明 らかにされてき

ている｡ しか し,それ らの性格をめ ぐっては,たとえば鎮守府体制が律令国家の蝦夷政策に

おいて果た した役割に関 して解釈が分かれていた り (最近の研究では中村光一 ｢鎮守府およ

び鎮守将軍について｣ (『社会文化史学』35,1996年)に研究の状況が紹介されている),

時期による変化 (8世紀前半 と9世紀前半の違い)のなかで共にみ られ るものは何かという

ようなことが十分に明 らかにされているわけではない｡ このような律令国家の蝦夷政策の性

格についても,比較の対象を古代 ロ-マに求めることによって, より鮮明になるものと考え

るC

(3)そのような属州に対す る国境政策はかなり厳密におこなわれたものと考え られ る｡たと

えば, ドミテ ィアヌス帝はライン川 と ドナウ川をつなぐ線を強化 した し,ハ ドリアヌス帝

(在 117-138)はブ リダニアの国境に城壁を建設 したが, これも日本律令国家の辺境

政策が城柵 というような拠点を設けることによって進め られたものとは異なる点である｡

(4)古代 ローマ帝国の支配 (地中海世界)の現代世界 との構造的類似性についての弓削達氏

の指摘 (た とえば ｢ローマはなぜ滅んだか｣講談社現代新書 1989年)がある｡ また,

近年 ローマ帝国衰亡に関す る研究 も盛んであるが, ローマの支配 ･平和 ･繁栄 ･滅亡 といっ

たような古代帝国の展開過程を世界史上にどのように位置づけるのかということを考えると

き,東アジア世界についても､世界史を構成する一部 として同様の問題意識をもって見るこ

とが必要であると思われる｡

(5)そのためにとられた制度が国司制である｡国司制は全国画一的な領域支配の実現には不

可欠のもので,郡司制 と相互補完的な関係を保ちなが ら機能す る｡そ して国司には地方にお
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ける中央政府 の分身的境能を果たす ことが期待されたのであるO なお, この間題 に関 して述

べた論著は多数み られ るが,代表的 な研究 と して大町健 ｢律令的国郡制の特質 とその成立｣

(『日本古代 国家 と在地首長制』,校倉書房,1986年)がある｡ また,加藤友康 ｢国府

と郡家｣ (新版 『古代の 日本』7,角川書店,1993年)は国司と郡司の関係を具体例を

示 しなが ら論 じている｡

(6)共和政の成立時期 に関 してはい くつかの見解があるが,それ らは前沢伸行他 『文献解説

ヨーロッパの成立』第 1部第 2章 p72,(南窓社,1981年) に整理 されている｡

(7)弓削達 ｢地中海世界 とローマ帝国｣ (『史学雑誌』87-6,1978年)で述べ るア

クィンクム (ハ ンガ リーのブダペス ト付近) とその周辺地域を例 にとってみて も, このよう

なことが言える｡ また,弓削氏は この論文で,属州では都市化 とローマ化がすすめ られた と

いわれ るが, この点はローマ帝国の属州の支配はその地域 にとってどのようなことであ った

のか ということを考える上で重要である｡

(8)B.C.90年のユ リウス法で ローマに忠実 な同盟市 に, B.C.89年のプラウテ ィア ･パ

ピリア法で希望者 にローマ市民権が与え られた｡

(9)養老職員令大国粂

大国

守一人.掌,両社.戸口簿帳.字2着百姓 1,勧2課農桑 1.糾2察所部1.貢挙.孝義,田宅.良購,訴訟.税

調,倉庫.篠役.兵士,器仕,鼓吹.郵駅,伝馬.蜂侯.城牧,過所,公私馬牛,射通雑物,及寺,僧尼名籍

事上o余守准レ此O其陸奥 .出羽 .越後等国,兼知2饗給 1.征討.斥候｡壱岐 .対馬 ･日向･薩摩 ･大隅等国.

惣知2鋲揮 1,防守.及蕃客 ･帰化｡三関国.又掌2開削及閑契事1｡

この条文の傍線部の 3国のうち出羽国は和銅 5年 9月の成立であるか ら,大宝令にはなか

ったものと考え られ る｡

(10) 日本律令国家の辺境地域およびその居住民の位置づげについては.身分制論や古代帝国

主義論 との関連で論 じられ ることが多 い｡その最新 の研究 と して,武虞亮平 ｢日本古代 の

『夷秋』支配 と 『蝦夷』-その儀礼と身分-｣ (『歴史学研究』690, 1996年),石

上英一 『律令国家 と社会構造』 (名著刊行会,1996年)があるo

(ll)律令文中で辺境地域を意味す る語 としては辺要 ･辺遠 などがあげ られ る｡養老令では職

員令大国条のほか,仮寧令官入違任条 ･関市令弓箭条などに国名がみ られ る｡ また,賦役令

辺遠国条は辺遠国の }夷人目の賦役は必ず しも …華夏日 (中央) と同 じように しな くて もよ

い旨の規定である｡

賦役令辺遠国条

凡辺遠国｡有2夷人雑類 1之所｡応レ輸2調役 1者｡随レ事掛量｡不3必同2華夏 1｡

仮寧令官入違任粂

凡官人｡遠任及公使｡父母喪応2解官 1｡克2人告 1者｡聴下家人経2所在官司 1｡陳牒告迫上｡

若奉レ勅 出レ使｡及住居2辺要 1 古記云｡及住居辺要｡謂伊伎対馬陸奥出羽是｡ (中略)

者｡ 申レ官処分｡

関市令弓箭条

凡弓箭兵器｡並不レ得下与2諸蕃 1市易上｡其東辺北辺｡不レ得レ置2鉄冶 1 (令集解逸文)古記

云｡東辺北辺｡謂陸奥出羽等国也｡

(12) 日本律令国家の天皇権力 と貴族権力の問題については多 くの論著がみ られ るが,それ ら

研究史を整理 した最新の研究 と して石上英一 『律令国家 と社会構造』第二章 (注 10掲載書)

をあげることができる｡
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(13) 『無策国史』延暦 11年 8月壬寅条. この史料の解釈は難 しいが,それは ｢制.項年隼

人之詞｡戎輸戎不Ⅴ輸｡於2政事 1｡甚渉2不平 1｡ 自今以後｡宜レ令2偏輸 1｡｣の傍線部の解釈

が難解であることによる｡ とくに …偏"の文字をどのように読むのかということが鍵 となる

が,この史料の前半の部分の内容か ら,喜田貞書氏の …あまね く…という読みを取 り入れ毎

年 という解釈を示 した宮原武夫氏の見解が妥当であると考え られる (宮原武夫 ｢律令国家 と

辺要一班田免除と租調庸賦課-｣(『古代国家の支配と構造』,東京堂出版,1986年))0

なお,隼人についてはその呼称はいわゆる中華思想で意味するところの蛮人 (夷 ･秋 ･戎

･蛮)の範噂に入 っていないことになる｡8世紀前半の段階では,北 日本では陸奥 ･出羽な

どが,南 日本では薩摩 ･大隅などの国が律令国家の辺境地域 として位置づけ られ,共に特別

行政区画として扱われたのであるが, このような呼称の問題も,服属儀礼の問題 とあわせて,

両者の差異性の一端を示す ことと して注 目される｡律令国家の辺境の北 と南の差異について

は,近年.多 くの研究がみ られ,本稿ではそれ らについて具体的に論ず ることは しないが,

中央政府にとって両地域の最大の差異性は.その気候 ･風土や列島内の位置とい った地理的

環境にあったのではないかと考え られ る｡両地域 と中央政府 との関係は蝦夷 ･隼人 と反乱や

服属 という視点で位置づけることができるが,一方,生活感覚という視点では,現在の近畿

地方を居住地 とする律令官人にとって,冬季間の寒冷な気候 と景観の変化 ということの意味

す るものは大きか ったと推測 され る｡

(14)王 (天皇)の存在は. 日本の場合,皇位の交替はあっても,それは個人的 レベルあるい

は皇族内部の レベルの問題であって,他の氏族にとって替わ られ るということはなく,時期

によって王 (天皇)権力に強弱はあっても,王 (天皇)となる資格は皇族,それ も天皇 と非

常に近い血縁関係にある人物 ということは不変であ った｡結局, 日本律令制下の天皇の地位

は,王の存在形態を古代国家を世界史的 レベルでみてみると,安定 したものであったという

ことになるのであるが, このことは天皇だけではなく皇族 ･貴族を含む支配者層の身分が安

定 したものであったことを意味す る｡その理由としては, これは自明のことであるが,古代

国家の成立および展開の過程で周辺の異民族 との抗争が最小限に抑え られていることがあげ

られる｡そ して,それは日本古代国家が支配領域 とす る列島の置かれた位置が周辺国家 との

間に自然的敵対関係が生まれにくか った ことを意味す るQ しか し, これは結果 として 日本古

代国家の領土は周辺国家との抗争によってほとんど変化 しなか ったとが言えるということで,

朝鮮半島への侵略を試みていることか らも明 らかなように, 日本古代国家に列島外への支配

拡大の構想がなか ったのではない｡ただ,その計画を成功 させ ることができなか っただけな

のであるが,それにもかかわ らず,列島内の領土にほとんど変化がなか った理 由のひとつ と

して,やはり列島が海で囲まれているという自然条件を考えないわけにはいかないのである｡

(15)天平 9年紀 4月戊午粂

(16) 日本律令国家はヤマ ト王権時代以来の中央氏族が居住 していた地域を畿内という概念を

もって行政上の位置づけを した｡畿内の語は大化 2年正月の改新の詔には じめて見える｡畿

内に対す る概念は畿外である｡ただ し,大化以降,すべての宮都が畿内にあったわけではな

い｡ したが って,畿内を宮都および宮部を取 り囲む地域 として定義づけることはできない｡

なお, このような律令制採用の段階で畿内地域の 日本列島内における優位性が確立 していた

ということは,ヤマ ト王権下ですでにそのような状況が認め られたということであり,ヤマ

ト王権が地方豪族を征服 した ときに結んだ貢納関係が概ね維持されていたことを意味す る｡

一方, ローマはの方はどうであるのかといえば,共和政 ･帝政いずれの政治形態をとってい

る場合で も,国政に参加できる資格あるいはローマ市民権を付与された対象は時期によって
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変化す る｡た とえば,共和政期, B.C.494年の聖山事件以降,貴族は平民に対 して特権を与

えるよう妥協 し譲歩す るようになるし,帝政期. カラカラ帝は211年に帝国全土の 自由人に

ローマ市民権を与えた｡ このような日本とローマの違いはどこか ら来るものなのかというこ

とが問題になるが, ローマの政策の変遷が周辺民族の動静 と深 くかかわるものであることか

ら,帝国の周辺に軍事的危機をともなう異民族が分布 しているのかどうかということがこの

問題を解 く重要な鍵 となるものと考え られ る｡

Akita University
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